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○久喜市子ども医療費支給に関する条例施行規則 

平成22年３月23日 

規則第102号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、久喜市子ども医療費支給に関する条例（平成22年久喜市条例第127

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（社会保険各法） 

第２条 条例第２条第３号に規定する規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。 

(1) 健康保険法（大正11年法律第70号） 

(2) 船員保険法（昭和14年法律第73号） 

(3) 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号） 

(4) 国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号） 

(5) 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号） 

（受給資格の登録） 

第３条 条例第４条の規定により支給を受けようとする者は、子ども医療費受給資格登録申

請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 当該子どもの氏名が記載された医療保険の被保険者証、組合員証又は加入者証の写

し 

(2) 当該子どもの住民票の写し 

(3) 前２号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項各号に掲げる書類のうち、その内容及び状況を確認することができるもの

があるときは、その書類の提出を省略させることができる。 

３ 市長は、第１項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申

請者が条例第３条の保護者に該当すると認めたときは、当該申請者を子ども医療費受給資

格者として登録し、該当しないと認めたときは、子ども医療費受給資格登録申請却下通知

書（様式第１号の２）により当該申請者に通知するものとする。 

（受給資格証の交付） 

第４条 市長は、前条第３項の規定により登録した者（以下「受給資格者」という。）に対

し、子ども医療費受給資格証（様式第２号。以下「受給資格証」という。）を交付するも

のとする。 

２ 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書（様
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式第３号）を市長に提出し、再交付を受けなければならない。 

３ 受給資格証の有効期間は、申請日から受給資格消滅日までとする。ただし、次の各号の

いずれかに該当する場合においては、それぞれ当該各号に規定する日を始期とするものと

する。 

(1) 出生、転入その他の事由で条例第３条に規定する対象子どもとなった後保護者が15

日以内（当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、

災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内）に登録申請をしたときは、対象子

どもとなった日 

(2) 前号に掲げるもののほか、災害その他やむを得ない理由により保護者が登録申請で

きなくなった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後保護者が15日以

内にその登録申請をしたときは、災害その他やむを得ない理由により当該登録申請をす

ることができなくなった日 

（受給資格証の提示） 

第５条 受給資格者は、その監護する子どもについて医療を受けるときは、医療機関等に受

給資格証を提示するものとする。 

（支給の申請等） 

第６条 条例第５条第１項に規定する支給の申請は、子ども医療費支給申請書（様式第４号）

によらなければならない。 

２ 条例第５条第２項に規定する支払の請求は、社会保険診療報酬支払基金埼玉支部、埼玉

県国民健康保険団体連合会等を経由しない場合は、子ども医療費現物給付請求書（様式第

５号）によらなければならない。 

（支給の決定） 

第７条 市長は、前条第１項の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る

支給の額を決定し、申請者に通知するものとする。 

（支給の時期） 

第８条 市長は、第６条第１項に基づき申請のあった場合、速やかに前条の規定により決定

した子ども医療費を申請者に支給するものとする。この場合において、当該申請者の死亡

等により申請者に支給することができないときは、市長が定める者に支給するものとする。 

（届出事項） 

第９条 条例第７条に規定する届出は、子ども医療費受給資格内容等変更（消滅）届（様式

第６号）によらなければならない。 
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（受給資格喪失の通知） 

第10条 市長は、受給資格者が条例第３条の保護者に該当しなくなったと認めたときは、

子ども医療費受給資格喪失通知書（様式第７号）により、当該受給資格者であった者に通

知する。ただし、受給資格者が死亡した場合は、この限りでない。 

（受給資格証の返還） 

第11条 受給資格者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を市長に返還し

なければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成22年３月23日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前の久喜市子ども

医療費支給に関する条例施行規則（昭和48年久喜市規則第５号。以下「合併前の久喜市

規則」という。）、菖蒲町こども医療費支給に関する条例施行規則（昭和48年菖蒲町規

則第９号）、栗橋町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則（昭和50年栗橋町規則第２

号）又は鷲宮町こども医療費支給に関する条例施行規則（昭和48年鷲宮町規則第47号）

の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりな

されたものとみなす。 

３ この規則の施行の際現に存する合併前の久喜市規則による様式については、当分の間、

これを取り繕って使用することができる。 

（受給資格を有する期間の特例） 

４ 合併前の久喜市子ども医療費支給に関する条例（昭和48年久喜市条例第23号）、菖蒲

町こども医療費支給に関する条例（昭和48年菖蒲町条例第17号）、栗橋町乳幼児医療費

支給に関する条例（昭和48年栗橋町条例第11号）又は鷲宮町こども医療費支給に関する

条例（平成14年鷲宮町条例第28号）の規定においては入院又は通院の子ども医療費の支

給対象年齢に該当しない子どもにかかる受給資格登録申請が平成22年５月31日までの間

に行われたときは、当該登録申請に係る者の受給資格を有する期間の始期は、第４条第３

項第１号の規定にかかわらず、施行日とする。 

附 則（平成28年５月23日規則第49号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成29年３月17日規則第９号） 
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（施行期日） 

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の久喜市子ども医療費支給に関する条例施行規則の規定は、この

規則の施行の日以後の診療にかかる医療費の請求から適用し、同日前の診療にかかる医療

費の請求については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の久喜市子ども医療費支給に関する条例施

行規則様式第５号による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用するこ

とができる。 

附 則（平成31年１月30日規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月31日規則第60号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現にこの規則による改正前の久喜市子ども医療費支給に関する条

例施行規則（以下「旧規則」という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、

この規則による改正後の久喜市子ども医療費支給に関する条例施行規則の相当規定によ

りなされたものとみなす。 

３ この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要

の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（令和４年８月24日規則第35号） 

この規則は、令和４年10月１日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

様式第１号の２（第３条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

様式第６号（第９条関係） 

様式第７号（第10条関係） 

 


